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2023年 12月５日 

 

各 位 

会 社 名 大黒屋ホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 小川 浩平 

 （コード番号 6993東証スタンダード市場） 

問合せ先 財務経理部長 堀内 治芳 

 （TEL．03-6451-4300） 

 

第三者割当により発行される第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び 

第 20回新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ 

 

 当社は、2023 年 11 月 30 日（以下「発行決議日」といいます。）開催の取締役会に基づ

く第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付

社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本転換社債型新株予

約権」といいます。）及び第 20回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発

行に関し、2023 年 12 月５日（以下「条件決定日」といいます。）開催の取締役会におい

て発行条件等を決議しましたので、発行決議日に公表した本新株予約権及び本新株予約権

の発行に関し、未確定だった情報につき、下記の通りお知らせします。なお、本新株予約

権付社債及び本新株予約権の発行に関する詳細は、発行決議日付当社プレスリリース「第

三者割当により発行される第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 20回新株予約

権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

記 

 

１. 決定された発行条件の概要 

当社は、本日、本新株予約権付社債及び本新株予約権に関し、下記の表に記載の各条

件につき決議するとともに、これらの条件を含め、別紙として添付されている本新株予

約権付社債及び本新株予約権の発行要項記載の内容で本新株予約権付社債及び本新株予

約権を発行することを決議しております。 

 

＜本新株予約権付社債発行の概要＞ 

（１）払込期日 2023年 12月 21日 

（２）社債及び新株予約 各本社債の発行価額は 2,500,000 円（額面 100 円につき金
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権の発行価額 100円） 

本転換社債型新株予約権の発行価額は無償とします。 

（３）当該発行による潜

在株式数 

1,923,040株 

(1) 上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が全て当初転

換価額で転換された場合における交付株式数です。 

(2) 上限転換価額はありません。 

(3) 本新株予約権付社債が全て下限転換価額（以下に定義

します。）で転換された場合における最大交付株式数

は、3,846,120株です。 

（４）調達資金の額 100,000,000円（差引手取概算額:91,000,000円） 

（５）転換価額 当初転換価額 52円 

本転換社債型新株予約権の転換価額は、本新株予約権付社

債の発行要項第 13 項第３号（ハ）②に記載の通り、転換価

額は１回のみ修正されることがあります。但し、修正後の

転換価額が 26 円（以下「下限転換価額」といいます。）を

下回ることとなる場合には、下限転換価額を修正後の転換

価額とします。 

 

＜本新株予約権発行の概要＞ 

(１) 割当日 2023年12月21日 

(２) 発行価額 本新株予約権１個につき14円（総額6,222,230円） 

(３) 調達資金の額 2,317,336,230円 

(内訳)  新株予約権発行による調達額：6,222,230円 

 新株予約権行使による調達額：2,311,114,000円 

行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は

増加又は減少します。本新株予約権の行使期間内に行使が

行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却し

た場合には、調達資金の額は減少します。 

(４) 行使価額 当初行使価額 52円 

本新株予約権の発行要項第 10 項に記載の通り、行使価額は

１回のみ修正されることがあります。但し、修正後の行使

価額が 26 円（以下「下限行使価額」といいます。）を下回

ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額

とします。 

 

２．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

①調達する資金の総額（円） 2,417,336,230 

内訳 

 （本新株予約権付社債の発行による調達額） 

 （本新株予約権の発行による調達額） 

 （本新株予約権の権利行使による調達額） 

 

100,000,000 

6,222,230  

2,311,114,000  

②発行諸費用の概算額（円） 14,000,000 

③差引手取概算額（円） 2,403,336,230 

（注） １. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 
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２. 発行諸費用の概算額の内訳は価値算定費用（200 万円）、開示書類作成支援

費用（200万円）、弁護士費用（270万円）、登記費用（730万円）の合計で

す。 

３. 上記払込金額の総額は、本新株予約権付社債及び本新株予約権の払込金額の

総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を合算した金額であり

ます。 

４. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、当初行使価額で全ての

本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修

正又は調整された場合には、払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際し

て出資される財産の額並びに差引手取概算額は増加又は減少する可能性があ

ります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、又

は、当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記｢調達する資金

の総額｣、｢内訳 (本新株予約権の権利行使による調達額)｣及び｢差引手取概

算額｣は減少いたします。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

①  本新株予約権付社債 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

LINE ヤフーとの業務提携に伴う新規事業資金

（在庫保管倉庫費用及びシステム費用） 
91 2023年 12月 

合計 91  

(注) 上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は当社名義の銀行預金口座で適

切に管理する予定です。 

 

②  本新株予約権 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

LINE ヤフーとの業務提携に伴う新規事業資金

（在庫保管倉庫費用及びシステム費用）   
91 2024年 12月 

LINE ヤフーとの業務提携に伴う新規事業資金

（顧客からの中古品の買取費用） 
1,000 

2023年 12月～

2025年 11月 

既存ルート（店舗、ネット）での販売用在庫

買取り資金 
559 

2023年 12月～

2024年 11月 

大黒屋における買取専門店の新規出店資金 
50 

2023年 12月～

2025年４月 

持株会社の運転資金（人件費、家賃、支払手

数料等） 
612 

2024年４月～

2026年４月 

合計 2,312  

（注） １. 上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は当社名義の銀行預金口

座で適切に管理する予定です。 

２. 本新株予約権が全額行使された場合の当社調達資金による使途を示して

いますが、行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及
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び本新株予約権の行使に際して出資される財産の額並びに差引手取概算

額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期

間中に予約権の行使が行われない場合、又は、当社が取得した本新株予

約権を消却した場合には、実際の調達額は上記資金使途の金額に満たな

いことになります。なお、調達額が不足することとなった場合には、別

途資金調達を検討することとなります。その場合の優先順位につきまし

ては、①LINE ヤフーとの業務提携に伴う新規事業資金（在庫保管倉庫費

用及びシステム費用）、②LINE ヤフーとの業務提携に伴う新規事業資金

（顧客からの中古品の買取費用）、③既存ルート（店舗、ネット）での

販売用在庫買取り資金、④大黒屋における買取専門店の新規出店資金、

⑤持株会社の運転資金を想定しております。 

 

３．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

① 本新株予約権付社債 

当社は、本新株予約権付社債の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権

付社債の価値評価を第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計（代表者：山本顕三、

住所：東京都港区元赤坂一丁目１番８号）（以下「赤坂国際会計」といいます。）に依

頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権付社債の発行要項に定められた諸条件を考

慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、

評価基準日の市場環境、当社普通株式の流動性、当社の資金調達需要、当社及び割当予

定先の権利行使行動等並びに割当予定先の株式処分コストを考慮した一定の前提（評価

基準日（2023年 11月 29日）、算定時点における当社の株価（45円）、ボラティリティ

（39.4％）、予定配当額（０円／株）、無リスク利子率（0.0％）、クレジットスプ

レッド（1.6％～4.4％）、試行回数（50,000 回）、割当予定先は株価が転換価額を一定

水準上回る場合に出来高の一定割合の株数の範囲内で速やかに権利行使及び売却を実施

すること等を含みます。）を置き、本新株予約権付社債の評価を実施しています。 

当社は、本新株予約権付社債の特徴、当社の置かれた事業環境及び財務状況を総合的

に勘案した結果、本新株予約権付社債の発行価額を各社債の金額 100 円につき金 100 円

とすることを決定しております。 

当社は、本新株予約権付社債の発行価額が当該算定機関の算定した評価額レンジ（各

社債の金額 100円につき 99.1円から 101.3円）の範囲内であり、本社債に新株予約権を

付すことにより当社が得ることのできる経済的利益すなわち新株予約権の実質的な対価

と新株予約権の公正な価値を比較し、新株予約権の実質的な対価（社債額面 100 円につ

き 4.6 円から 9.3 円）が、本新株予約権付社債の発行要項に定められた諸条件を踏まえ

た新株予約権の公正な価値（社債額面 100 円につき 2.9 円）を上回っており、その評価

手続きについて特に不合理な点がないことから、本新株予約権付社債の発行条件は合理
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的であり、本新株予約権付社債の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしまし

た。しかし、かかる算定結果には、上述の通り、発行決議日以降の株価の値動きが反映

されていません。そこで、当社は、かかる株価の値動きの影響を織り込んだ上で本新株

予約権付社債の払込金額を決定すべく、条件決定日時点において、発行決議に際して用

いた方法と同様の方法を用いて再び価値算定を行い、その結果、評価額レンジの下限が

発行決議日以降の株価の上昇等を理由として額面 100 円当たり 100 円を上回ることとな

る場合には、かかる評価額レンジの下限の金額を本新株予約権付社債の払込金額といた

します。他方、発行決議日以降の株価の下落等により、条件決定日における再算定結果

の上限が額面 100 円当たり 100 円を下回ることとなる場合には、かかる結果の織り込み

は行わず、本新株予約権付社債の払込金額は、発行決議日において決定された額面 100

円当たり 100 円のままといたします。すなわち、既存株主の利益への配慮という観点か

ら、条件決定日における本新株予約権付社債の価値が、発行決議日時点よりも上昇して

いた場合には、払込金額の決定に際してかかる上昇を考慮するものの、価値が下落して

いた場合には、かかる下落は反映されないということです。したがって、本新株予約権

付社債の払込金額が、額面 100 円当たり 100 円を下回って決定されることはありませ

ん。また、転換価額につきましては、払込期日の６ヶ月後に１回のみ下方修正される可

能性は存在するものの、その価額は下限転換価額を下回ることはありません。 

 

上記に基づき、当社は、条件決定日時点における本新株予約権付社債の価値を算定

し、条件決定日時点における評価額レンジの下限（額面 100円あたり 99.3円）が当該発

行決議日時点の本新株予約権付社債の払込金額（額面 100 円あたり 100 円）を下回った

ため、本新株予約権付社債の払込金額を、額面 100 円当たり 100 円をすることといたし

ました。 

当社は、本新株予約権付社債の発行条件の決定にあたって、赤坂国際会計が公正な評

価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権付社債の評価額

の算定方法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公

正価値を算定していることから、赤坂国際会計の算定結果は合理的な公正価格であると

考えられるところ、払込金額が、発行決議日及び条件決定日の算定結果である評価額レ

ンジのいずれの下限も下回らない範囲で決定されているため、本新株予約権付社債の発

行は、特に有利な条件での発行に該当せず、本新株予約権付社債の発行条件は、適正か

つ妥当な価額であると判断しました。 

また、当社監査役３名(うち２名が会社法上の社外監査役)全員も、本新株予約権付社

債の発行条件が有利発行に該当しないという取締役の判断について、法令に違反する重

大な事実は認められないと判断しております。 

 

② 本新株予約権  

当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価
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についても、同じ第三者算定機関である赤坂国際会計に依頼しました。当該算定機関

は、本新株予約権付社債と同様に、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといっ

た他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、本新株予約権の発行要項に定

められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的

な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価

を実施しています。 

また、当該算定機関は、本新株予約権付社債と同様に、当社の株価、ボラティリ

ティ、予定配当額、無リスク利子率、割当予定先の権利行使行動等についての一定の前

提(割当予定先は株価が行使価額を一定水準上回る場合に出来高の一定割合の株数の範

囲内で速やかに権利行使及び売却を実施すること等を含みます。) を想定して評価を実

施しています。 

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先と

の間での協議を経て、本新株予約権１個の払込金額を当該評価額と同額である 12円とし

ました。しかし、かかる算定結果には、上述の通り、発行決議日以降の株価の値動きが

反映されていません。そこで、当社は、かかる株価の値動きの影響を織り込んだ上で本

新株予約権の払込金額を決定すべく、条件決定日時点において、発行決議日において用

いた方法と同様の方法を用いて再び価値算定を行い、その結果が、発行決議日以降の株

価の上昇等を理由として 12円を上回ることとなる場合には、かかる再算定結果に基づき

決定される金額を本新株予約権の発行価額といたします。他方、発行決議日以降の株価

の下落等により、条件決定日における再算定結果が 12円以下となる場合には、かかる結

果の織り込みは行わず、本新株予約権の発行価額は 12 円のままといたします。すなわ

ち、既存株主の利益への配慮という観点から、条件決定日における本新株予約権の価値

が、発行決議日時点よりも上昇していた場合には、発行価額の決定に際してかかる上昇

を考慮するものの、価値が下落していた場合には、かかる下落は反映されないというこ

とです。したがって、本新株予約権１個当たりの発行価額が、発行決議日時点における

算定結果である 12円を下回って決定されることはありません。 

 

上記に基づき、当社は、条件決定日時点における本新株予約権の価値を算定し、条件

決定日時点における評価額（本新株予約権１個あたり 14円）が当該発行決議日時点の本

新株予約権の払込金額（本新株予約権１個あたり 12 円）を上回ったため、当該評価額

（本新株予約権１個あたり 14 円）を本新株予約権の払込金額とすることといたしまし

た。 

当社は、本新株予約権の発行条件の決定にあたって、赤坂国際会計が公正な評価額に

影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定方法と

して一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定

していることから、赤坂国際会計の算定結果は合理的な公正価格であると考えられると

ころ、払込金額が、発行決議日及び条件決定日の算定結果である評価額レンジのいずれ
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の下限も下回らない範囲で決定されているため、本新株予約権の発行は、特に有利な条

件での発行に該当せず、本新株予約権付の発行条件は、適正かつ妥当な価額であると判

断しました。 

また、当社監査役３名(うち２名が会社法上の社外監査役)全員も、本新株予約権付の

発行条件が有利発行に該当しないという取締役の判断について、法令に違反する重大な

事実は認められないと判断しております。 
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別紙１ 

 

大黒屋ホールディングス株式会社 

第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）発行要項 

 

１. 社債の名称 

大黒屋ホールディングス株式会社第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社

債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下、「本新株予約権付社債」とい

い、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。） 

 

２. 社債の総額 

金 100,000,000円 

 

３. 各社債の金額 

金 2,500,000円 

 

４. 払込金額 

各本社債の金額 100円につき金 100円 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

 

５. 本新株予約権付社債の券面 

無記名式とし、社債券及び新株予約権付社債を発行しない。 

また、本新株予約権付社債は、会社法第 254 条第２項本文及び第３項本文の定めによ

り、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 

 

６. 利率 

本社債には利息を付さない。 

 

７. 担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債

のために特に留保されている資産はない。 

 

８. 申込期日 

2023年 12月 21日 
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９. 本社債の払込期日及び本新株予約権の割当日 

2023年 12月 21日 

 

10. 募集の方法 

第三者割当ての方法により、小川浩平氏に割当てる。 

 

11. 本社債の償還の方法及び期限 

(1) 満期償還 

本社債は、2025年 12月 19 日にその総額を各本社債の金額 100円につき金 100円で償

還する。 

(2) 繰上償還 

当社は、2023 年 12 月 22日以降、償還すべき日の２週間以上前に本新株予約権付社債

の社債権者（以下、「本社債権者」という。）に対し事前の通知（撤回不能とす

る。）を行った上で、当該繰上償還日に、その選択により、その時点で残存する本社

債の全部（一部は不可）を、各本社債の額面 100 円につき金 100 円の割合で繰上償還

することができる。 

(3) 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを

繰り上げる。 

 

12. 買入消却 

(1) 当社は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価

格でも買入れることができる。 

(2) 当社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択によ

り、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時

に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。 

 

13. 本新株予約権の内容 

(1) 本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計 40個の本新株予約権を発行す

る。 

(2) 本新株予約権と引換えにする金銭の払込み 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法 

(イ) 種類 

当社普通株式 

(ロ) 数 

本新株予約権の行使により当社が新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社
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普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」とい

う。）する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債のうち

残存金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる最大整数とす

る。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わな

い。 

(ハ) 転換価額 

① 転換価額 

各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用い

られる価額（以下、「転換価額」という。）は、当初、52円とする。但し、転換

価額は本号②に定めるところにより修正され、また、転換価額は本号③乃至⑥に

定めるところに従い調整されることがある。 

② 2024 年６月 24 日（以下「決定日」という｡）に終了する 15 営業日の東京証券取

引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の平均の 90％に相当する金

額（１円未満切り上げ）（以下「決定日価額」という｡）が、決定日に有効な転

換価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、2024 年７月１日（以下「修正

日」という。）以降、決定日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出

される金額が下限転換価額（26 円）を下回る場合には、修正後の転換価額は下

限転換価額とする。 

③ 転換価額の調整 

当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号(ハ)④に掲げる各事由により当社の

発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次

に定める算式（以下、「時価下発行による転換価額調整式」という。）により転

換価額を調整する。 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 

既発行普通

株式数 
＋ 

交付普通

株式 
× 

1 株当たりの払

込金額 

1 株当たりの時価 

既発行普通株式数 ＋ 交付株式数 

④ 時価下発行による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を

行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところに

よる。 

(ⅰ) 時価（本号(ハ)⑤(ⅱ)に定義される。）を下回る払込金額をもってその発行

する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける

者の募集をする場合（但し、下記(ⅱ)の場合、新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式

の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普

通株式を交付する場合、及び株式交換又は合併により当社普通株式を交付す

る場合を除く。） 
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調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該

募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を

与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 普通株式の株式分割又は無償割当をする場合 

調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する株主

を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降

これを適用する。 

(ⅲ) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付

株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当

社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）その他の証券又は権利を発行する場合 

調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利

（以下、「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で取得又は

行使され当社普通株式が交付されたものとみなして時価下発行による転換価

額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日

又は払込期間末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割り当てを受

ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日（基

準日を定めない場合は、その効力発生日）の翌日以降これを適用する。 

(ⅳ) 上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が

当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件として

いるときには、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該

承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日

の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予

約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場

合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。 
交付 

普通 

株式数 

＝ 
(調整前転換価額－調整後転換価額) × 

調整前転換価額により当該期間

内に交付された普通株式数 

調整後転換価額 

⑤ (ⅰ) 時価下発行による転換価額調整式及び特別配当による転換価額調整式（以

下、「転換価額調整式」と総称する。）の計算については、円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ

45 取引日目に始まる 30 取引日（当社普通株式に関し終値のない日数を除

く。）の当社普通株式終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円

位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

(ⅲ) 時価下発行による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集にお
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いて株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株

主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適

用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日にお

ける当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。 

(ⅳ) 時価下発行による転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価

額との差額が１円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないことと

する。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出

する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額

からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 

⑥ 本号(ハ)④の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当社は、必要な転換価額の調整を行う。 

(ⅰ) 株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために転換価額の調

整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生

により転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく

調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。 

⑦ 本号(ハ)④乃至(ハ)⑥により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ

書面によりその旨ならびにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及び

その適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適

用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみ

やかにこれを行う。 

(4) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 

(イ) 本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資す

るものとする。 

(ロ) 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同

額とする。 

(5) 本新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権の新株予約権者は、2023年 12月 22日から 2025年 12月 19日(但し、行

使期間最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日までの間（以下、「行使

期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使することができる。行使期間を経

過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。 

(6) 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(7) 本新株予約権の取得条項 

本新株予約権の取得条項は定めない。 
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(8) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項 

(イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の

金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも

のとする。 

(ロ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額

は、上記(イ)記載の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の

額を減じた額とする。 

(9) 本新株予約権の行使請求受付事務は、第 20項記載の行使請求受付場所（以下、「行使

請求受付場所」という。）においてこれを取り扱う。 

(10) 本新株予約権の行使請求の方法 

(イ) 行使請求しようとする本新株予約権付社債権者は、当社の定める行使請求書に、

行使する本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、新株予約権を行使す

る年月日等を記載してこれに記名捺印し、行使請求期間中に行使請求受付場所に

提出しなければならない。 

(ロ) 行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類が到達した後、本新株予約権者

は、これを撤回することができない。 

(11) 本新株予約権の行使請求の効力は、本項第(10)号に従い行使に要する書類が行使請求

受付場所に到達した日に発生する。本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当

該本新株予約権に係る本社債について弁済期が到来するものとする。 

(12) 当社は、行使の効力発生後、当該行使に係る本新株予約権付社債権者に対し、当該本

新株予約権付社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保

有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

(13) 当社による組織再編の場合の承継会社による新株予約権付社債の承継 

当社が組織再編行為を行う場合は、承継会社等をして、組織再編の効力発生日の直前

において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当

該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承

継会社等の新株予約権で、本項に掲げる内容のもの（以下、「承継新株予約権」とい

う。）を交付させるものとする。この場合、組織再編の効力発生日において、本新株

予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人

は、承継新株予約権の新株予約権所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項

の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。 

(イ) 交付される承継会社等の新株予約権の数 

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持

人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 

(ロ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類 
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承継会社の普通株式とする。 

(ハ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、

当該組織再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照して決定するほか、以下に従

う。なお、転換価額は第 13項第(3)号(ハ)と同様の調整に服する。 

① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の

直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力

発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の

保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受

領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等

の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は

財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に

等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。 

② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に

承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日

の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得るこ

とのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を

定める。 

(ニ) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又は

その算定方法 

承継会社等の新株予約権１個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、

承継会社等の新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債

の金額と同額とする。 

(ホ) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいず

れか遅い日から、本項(5)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとす

る。 

(ヘ) 承継会社等の新株予約権の行使の条件 

本項(6)に準じて決定する。 

(ト) 承継会社等の新株予約権の取得条項 

定めない。 

(チ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本

金の額は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の

２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切

り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加
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する資本金の額を減じた額とする。 

(リ) 組織再編行為が生じた場合 

本項(13)に準じて決定する 

(ヌ) その他 

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株

式の数につき、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調

整は行わない（承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社

等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める

単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、１株未満

の端数はこれを切り捨てる。）。また、当該組織再編行為の効力発生日時点にお

ける本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲

渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無

効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継

会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社

債所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。 

 

14. 特約 

(1) 担保設定制限 

(イ) 当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発

行後、当社が国内で発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定す

る場合には、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位

の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第２条第

22号に定義される新株予約権付社債であって、それに係る社債を新株予約権の行

使に際してする出資の目的とするものをいう。 

(ロ) 本項(イ)に基づき本新株予約権付社債に担保権を設定する場合、本社債を担保す

るのに十分な担保権を追加設定するとともに、担保権設定登記手続その他担保権

の設定に必要な手続きを速やかに完了の上、担保付社債信託法第 41 条第４項の

規定に準じて公告するものとする。 

(2) 期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、本社債につき期限の利益を喪失す

る。 

(イ) 当社が第 11項の規定に違背し、３営業日以内にその履行がなされないとき。 

(ロ) 当社が担保設定制限等の規定に違背し、本社債権者から是正を求める通知を受領

したのち 30日を経過してもその履行又は是正をしないとき。 

(ハ) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもそ

の弁済をすることができないとき。 

(ニ) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到
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来してもその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその

他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにも

かかわらず、その履行をすることができないとき。 

(ホ) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開

始の申立をし、又は取締役会において解散（合併の場合を除く。）議案を株主総

会に提出する旨の決議をしたとき。 

(ヘ) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生法手続開始の決定又は

特別清算開始の命令を受けたとき。 

 

15. 損害金 

当社が本社債に関する債務を履行しなかった場合、支払うべき金額に対し年 14.5％

（年 365日の日割計算）の割合にあたる損害金を支払う。 

 

16. 社債管理者 

本新株予約権付社債は、会社法第 702 条但書の要件を充たすものであり、社債管理者

は設置されない。 

 

17. 償還金支払事務取扱場所（償還金支払場所） 

大黒屋ホールディングス株式会社 財務経理部（東京都港区港南四丁目１番８号） 

 

18. 社債権者に対する通知の方法 

本新株予約権付社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを

行う。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本社債権者に書面

により通知する方法によることができる。 

 

19. 社債権者集会に関する事項 

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも

２週間前までに本社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第 719 条各号所定

の事項を公告又は通知する。 

(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

(3) 本社債の種類（会社法第 681 条第１号に定める種類をいう。）の社債の総額（償

還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の 10

分の１以上にあたる本社債を有する本社債権者は、社債権者集会の目的である事

項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求

することができる。 
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20. 行使請求受付場所 

大黒屋ホールディングス株式会社 財務経理部（東京都港区港南四丁目１番８号） 

 

21. 本新株予約権付社債の譲渡制限 

本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

22. 準拠法 

日本法 

 

23. その他 

(1) 上記の他、本新株予約権付社債に関して必要な事項の決定は当社代表取締役社長

に一任する。 

(2) 本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生

を条件とする。 

(3) 会社法その他の法律の改正等により、本要項の規定中読替えその他措置が必要と

なる場合には、当社は必要な措置を講ずる。 
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別紙２ 

 

大黒屋ホールディングス株式会社第20回新株予約権 

発行要項 

 

１. 新株予約権の名称 

大黒屋ホールディングス株式会社第 20回新株予約権（以下、「本新株予約権という。）  

 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 

金 6,222,230円（本新株予約権１個当たり金 14円） 

 

３. 申込期日 

2023年 12月 21日 

 

４. 割当日及び払込期日 

2023年 12月 21日 

 

５. 募集の方法 

第三者割当ての方法により、本新株予約権を小川浩平氏に 411,111 個、小高功嗣氏に

33,334個割当てる。 

 

６. 新株予約権の目的である株式の種類及び数  

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個の

行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当

社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）

する数（以下「割当株式数」という。）は、100 株とする。本新株予約権の目的

である株式の総数は、割当株式数に本新株予約権の総数を乗じた数として

44,444,500 株とする。但し、本項第(２)号及び第(３)号により割当株式数が調

整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数

に応じて調整されるものとする。 

(2) 当社が第 10項の規定に従って行使価額（第９項に定義する｡）の調整を行う場合

には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株

未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整

後行使価額は、第 11 項に定める行使価額調整式における調整前行使価額及び調

整後行使価額とする。  

調整後割当株式数 ＝ （調整前割当株式数× 調整前行使価額）÷調整後行使価

額 

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11 項第(２)号及び第(５)

号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と

同日とする。 
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(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日

までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前

割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で

通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合

には、適用開始日以降速やかにこれを行う。  

 

７. 本新株予約権の総数 

444,445個  

 

８. 本新株予約権１個あたりの払込金額 

金 14円 

 

９. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法  

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権の行

使に際して出資される財産の本新株予約権１個あたりの価額は、本項第(２)号

に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。  

(2)  本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株あたりの価額(以下

「行使価額」という。) は、当初、52円とする。但し、行使価額は第 10項及び

第 11項の定めるところに従い修正及び調整されるものとする。  

 

10. 行使価額の修正 

2024年６月 24日（以下「決定日」という｡）に終了する 15営業日の東京証券取引所ス

タンダード市場における当社普通株式の終値の平均値の 90％に相当する金額（１円未

満切り上げ）（以下「決定日価額」という｡）が、決定日に有効な行使価額を１円以

上下回る場合には、行使価額は、2024 年７月１日（以下「修正日」という。）以降、

決定日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限行使価額

（26円）を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。 

 

11. 行使価額の調整  

(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(２)号に掲げる各事由により当社

の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合に

は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調

整する。  

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

既発行普通

株式数 
＋ 

交付普通

株式 
× 

1 株当たりの 

払込金額 

１株当たりの時価 

既発行普通株式数 ＋ 交付株式数 

 (2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用 

時期については、次に定めるところによる。  
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① 本項第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た

に発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てに

よる場合を含む｡）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当

社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する

場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合

を除く｡）  

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最

終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる

発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により普通株式を発行する場合  

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用す

る。  

③ 本項第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交

付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(４)号②に定める時価を下

回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合（無償割当

ての場合を含む。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予

約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適

用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日)以降又は

（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割

当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以

降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む｡）の取得と引換えに本項第(４)号②に定める時

価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

 (3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額 

が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使

価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価

額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引い

た額を使用する。 

 (4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数 

第２位を切り捨てるものとする。  

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日
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に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日（終値のない日を除く｡）の東京証

券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の単純平均値とす

る。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小

数第２位を切り捨てるものとする。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与

えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、

調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普

通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した

数とする。  

 (5) 上記第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合 

には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。  

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために

行使価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生

により行使価額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調

整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響

を考慮する必要があるとき。 

 (6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日 

までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前

行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知

する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合に

は、適用開始日以降速やかにこれを行う。  

 

12. 本新株予約権の行使期間  

2023 年 12 月 22 日から 2025 年 12 月 19 日までの期間とする。但し、第 15項に定める

組織再編成行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合は、当社が

指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、本新株予約

権者に対し、行使を停止する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の１ヶ月前

までに通知する。  

 

13. その他の本新株予約権の行使の条件  

本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数

を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。ま

た、各本新株予約権の一部行使はできない。   

 

14. 新株予約権の取得事由  
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(1) 2023年12月22日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨

及び本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を決議することがで

きる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予

約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の２週間前までに行うことに

より、取得日の到来をもって、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たり

の払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得

することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合

理的な方法により行うものとする。 

(2) 2023年12月22日以降、東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の

終値が５連続取引日（但し、終値のない日を除く｡）の間本新株予約権の行使価額

の200％以上になった場合（このような状態になった日を以下「到達日」とい

う。）、当社は、到達日の翌日から起算して２週間後に、その時点において未行

使となっている本新株予約権の全てを強制的に取得する。なお、強制取得を行う

場合の本新株予約権１個当たりの取得額は本新株予約権１個当たりの払込金額と

同額とする。 

 

15. 合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付  

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分

割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株

式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下「組織再編成行為」と総称す

る。）を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会

社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再

編当事会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者

に新たに新株予約権を交付するものとする。  

 (1) 新たに交付される新株予約権の数  

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘

案して合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。 

 (2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類  

再編当事会社の同種の株式 

 (3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数

は切り上げる。 

 (4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数

は切り上げる。  

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式
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を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、当該新株予約権の取得

事由、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の発行、新た

に交付される新株予約権の行使の条件及び新たに交付される新株予約権の譲渡制

限 

第 11項ないし第 17項に準じて、組織再編成行為に際して決定する。 

 

16. 新株予約権証券の発行  

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。  

 

17. 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

18. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金  

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額と

する。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資

本準備金の額とする。  

 

19. 新株予約権の行使請求及び払込の方法  

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請

求書に、自己の氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式

の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に関する法律第７章に定める振

替口座をいいます。ただし、同法第 131 条第３項に定める特別口座を除きま

す。）のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、これを上

記 12「本新株予約権の行使期間」に記載の行使期間中に下記 20「行使請求受付

場所」に記載の受付場所に提出する方法により行使請求するものとし、かつ、

かかる行使請求の対象となった本新株予約権の行使により交付されることとな

る当社普通株式の数に行使価額を乗じた金額を現金にて下記 21「払込取扱場

所」に記載の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

(2) 本項第(1)号に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできな

い。 

 

20. 行使請求受付場所  

大黒屋ホールディングス株式会社 財務経理部（東京都港区港南四丁目１番８号） 

 

21. 払込取扱場所  
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株式会社りそな銀行 新橋支店（東京都港区西新橋一丁目１番１号） 

 

22. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由  

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の引受契約に定められた諸条件を考慮

し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、

当社の株価、ボラティリティ、配当利回り、割引率及び当社株式の流動性等について

一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を第８項記

載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第

９項記載のとおりとする。 

  

23. その他  

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中に読み替えその他の措置が必要と

なる場合には、当社は必要な措置を講じる。  

(2) 本新株予約権の発行については、有価証券届出書の効力発生を条件とする。 

 

以上 

 


